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製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況（2024 年度）について 
 

2025 年 12 ⽉ 22 ⽇ 
⽇本製紙連合会 

１．はじめに 
 

製紙業界における違法伐採対策は、「違法伐採対策に係る林野庁の
ガイドライン」に基づき、「個別企業の独⾃の取り組みによる⽅法」
で各社⾃主的に⾏われていたが、2007 年度にこれらの取り組みに客
観性と信頼性を担保させるため、製紙連合会が会員企業の違法伐採
対策をモニタリングするとともに、その結果について、第三者委員会
の指導、助⾔及び監査を求める「違法伐採対策モニタリング事業」を
開始し、業界全体としての違法伐採対策のレベルアップに努めてき
た。 

そうした中、2017 年度に施⾏された「合法伐採⽊材等の利⽤及び
流通の促進に関する法律（クリーンウッド法）」において、⽊材及び
⽊材製品を取り扱う事業者は、官需、⺠需を問わず、全て⽊材、⽊材
製品の合法性を確認するよう努めなければならないこととなった。 

このため、製紙連合会では、ＥＵの⽊材規制法（EUDR の前⾝）
等諸外国の動向も踏まえ、合法性確認の強化を図る観点から、クリー
ンウッド法の施⾏を機に、会員各社が⾃ら合法性の確認（デューディ
リジェンス︓DD）を⾏うための「合法証明 DD システムマニュアル」
を作成し、各社では、このマニュアルに基づいて⾃社の合法証明 DD
システムを作成している。 

2019 年度からは、各社が⾃社の合法証明 DD システムに基づき、
調達する原料の合法性を確認しており、その結果を、製紙連合会がモ
ニタリングしている。 

今年度は、2025 年 9 ⽉から 10 ⽉にかけて 29 社（12 グループ）
に対して、2024 年度の取り組みについて製紙連事務局による第 19
回のモニタリングを実施した。その結果の概要は以下の通りである。 

なお、本年 4 ⽉施⾏の改正クリーンウッド法施⾏下における 2025
年度の取り組みについては、来年度の第 20 回モニタリングにおいて
報告する。  
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２．製紙業界の違法伐採対策の実施状況 
 
 今回、違法伐採対策モニタリング事業に参加した企業は、下記の会
員企業 15 社及び関連企業を含む 12 グループ 29 社（クリーンウッ
ド法に基づく登録企業）である。 
 

① 王⼦エフテックス、王⼦製紙、王⼦マテリア等 計 11 社 
② ⼤阪製紙 
③ ⼤王製紙 
④ 中越パルプ⼯業等 計 3 社 
⑤ 特種東海製紙等 計 2 社 
⑥ ⽇本製紙、⽇本製紙パピリア等 計 3 社 
⑦ 兵庫パルプ⼯業 
⑧ 北越コーポレーション等 計 2 社 
⑨ 丸三製紙 
⑩ 三菱製紙 
⑪ リンテック 
⑫ レンゴー等 計 2 社 

 

 
３．違法伐採対策モニタリング事業の調査結果 
 
 今年度の違法伐採対策モニタリング事業の調査結果は以下の通り。 
（１）製紙連事務局によるモニタリング結果 
・ 各社の違法伐採対策は、原料調達⽅針を策定するとともに、合法

証明システムとしてサプライヤーと覚書等を締結し、トレーサビ
リティレポートを提出してもらい、現地確認を⾏うなど、林野庁
のガイドラインに基づき適切に実施されている。 

・ 各社の DD システムマニュアルにおける改訂履歴の掲載やトレー
サビリティレポートの記載内容の充実など、過去の本モニタリン
グ事業での指摘事項を踏まえた改善が引き続き着実に進められて
いる。 
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・ 輸⼊されるパルプ材及びパルプについては、その全てを森林認証

材あるいは森林認証制度の下で認証された管理⽊材（CW）で対応
する企業がほとんどとなっている。この森林認証等に加えサプラ
イチェーン情報として、各社においてはトレーサビリティレポー
トを⼊⼿するなど概ねリスクアセスメントが適切に実施されてい
る。 

・ 国産⽊材チップについては、購⼊先と覚書等を締結し、トレーサ
ビリティレポートを提出してもらう取組を基本とする会社と、⽊
材チップ業者の団体認定による合法証明等を活⽤する取組を基本
とする会社があるが、いずれも適切に実施している。 

 
（２）監査委員会の結果 
  2025 年 12 ⽉ 8 ⽇に第三者による監査委員会を開催し、上記モ

ニタリング結果を報告し意⾒を聴取したところ、監査委員からは、
①事務局が 5 年分の関係書類を⼊⼿するなど充実した取組である、
②会員企業において改善された事例が⾒られ評価できる、 
③事務局が⼗分な分析を⾏い会員企業の取組が良くなってきてい
る、本事業が適切に実施されるよう引き続き努⼒して欲しい 
などのコメントを頂き、内容についても、特段の指摘は無く了承さ
れた。 
 

 製紙連合会としては、違法伐採対策を実施している会員企業に対
して、製紙連事務局のモニタリング結果及び監査委員会の指導・助⾔
をフィードバックし、各社の取組の改善・向上に資するとともに、本
モニタリング事業の効果的な実施を通じて本年４⽉から施⾏された
改正クリーンウッド法にも的確に対応することにより、今後とも業
界全体の違法伐採対策の⼀層の充実を図っていく考えである。 
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４．終わりに 

 
 2007 年度から始まった違法伐採対策モニタリング事業も、今年で
19 回⽬を迎え、会員企業の間では定着している。現在、会員各社で
は、製紙連の「合法証明 DD システムマニュアル」を⽤いて作成し
た⾃社の合法証明 DD システムに基づいて、調達する原材料の合法
性確認のための情報を収集・保管するなど、合法伐採⽊材等の流通・
利⽤の促進に積極的に取り組んでいる業界として⾼く評価されてい
る。 

会員各社の取組状況を確認・評価する違法伐採対策モニタリング
事業は、⽣物多様性やネイチャーポジティブ、ＴＮＦＤ等の情報開⽰
の⾯からも重要性を増しており、改正クリーンウッド法への対応は
もとより、業界評価の維持・向上に資するよう、引き続き、製紙連と
しても本事業の適切な実施に努めてまいりたい。 
 なお、今年度の各社の合法⽊材の利⽤状況については、登録実施機
関である⽇本ガス機器検査協会に報告し、その確認を経て林野庁に
報告される。 


